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保育費徴収基準額表
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 3歳未満児（月額：円） 3歳以上児（月額：円）

階層
区分 定　　　義

現行額 改定額 現行額 改定額

第1子 第2子 第3子
以降 第1子 第2子 第3子

以降 第1子 第2子 第3子
以降 第1子 第2子 第3子

以降

A
生活保護法による被保護世帯（単給世帯を含む）
および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永
住帰国後の自立の支援に関する法律（平成6年法
律第30号）による支援給付受給世帯

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B Ａ
階
層
お
よ
び
Ｄ
階
層
を

除
き
、
前
年
度
分
の
市
町

村
民
税
額
が
右
記
の
区
分

に
該
当
す
る
世
帯

市町村民税非課税世帯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C1 市町村民税が均等割のみの課税世帯 2,300 1,100 230 2,400 1,200 0 1,700 800 170 1,800 900 0

C2 市町村民税所得割が10,800円未満の
世帯 3,200 1,600 320 3,300 1,650 0 2,400 1,200 240 2,500 1,250 0

C3 市町村民税所得割が10,800円以上の
世帯 4,000 2,000 400 4,100 2,050 0 3,400 1,700 340 3,600 1,800 0

D1 Ａ
階
層
を
除
き
、
前
年
度
分
の
所
得
税
課
税
世
帯
で
あ
っ
て
、
そ
の
所
得
税
額
が
右
記
の

区
分
に
該
当
す
る
世
帯

1,700円未満の世帯 5,700 2,800 570 5,900 2,950 0 4,700 2,300 470 5,000 2,500 0

D2 1,700円以上8,400円未満の世帯 6,600 3,300 660 6,900 3,450 0 5,400 2,700 540 5,700 2,850 0

D3 8,400円以上16,700円未満の世帯 8,000 4,000 800 8,300 4,150 0 6,800 3,400 680 7,200 3,600 0

D4 16,700円以上33,300円未満の世帯 9,400 4,700 940 9,800 4,900 0 8,100 4,000 810 8,600 4,300 0

D5 33,300円以上50,000円未満の世帯 12,300 6,100 1,230 12,900 6,450 0 9,800 4,900 980 10,500 5,250 0

D6 50,000円以上66,700円未満の世帯 16,200 8,100 1,620 17,000 8,500 0 12,300 6,100 1,230 13,200 6,600 0

D7 66,700円以上83,300円未満の世帯 21,500 10,700 2,150 22,600 11,300 0 13,400 6,700 1,340 14,400 7,200 0

D8 83,300円以上102,500円未満の世帯 25,900 12,900 2,590 27,200 13,600 0 14,300 7,100 1,430 15,400 7,700 0

D9 102,500円以上135,900円未満の世帯 28,500 14,200 2,850 30,000 15,000 0 15,200 7,600 1,520 16,400 8,200 0

D10 135,900円以上169,200円未満の世帯 30,900 15,400 3,090 32,600 16,300 0 16,200 8,100 1,620 17,500 8,750 0

D11 169,200円以上202,500円未満の世帯 32,700 16,350 3,270 34,500 17,250 0 17,100 8,550 1,710 18,500 9,250 0

D12 202,500円以上235,900円未満の世帯 34,600 17,300 3,460 36,500 18,250 0 18,000 9,000 1,800 19,500 9,750 0

D13 235,900円以上291,500円未満の世帯 36,500 18,250 3,650 38,600 19,300 0 18,900 9,450 1,890 20,500 10,250 0

D14 291,500円以上347,100円未満の世帯 38,400 19,200 3,840 40,600 20,300 0 19,800 9,900 1,980 21,600 10,800 0

D15 347,100円以上458,100円未満の世帯 40,900 20,450 4,090 43,300 21,650 0 20,500 10,250 2,050 22,400 11,200 0

D16 458,100円以上569,300円未満の世帯 43,100 21,550 4,310 45,700 22,850 0 21,100 10,550 2,110 23,100 11,550 0

D17 569,300円以上680,300円未満の世帯 45,700 22,850 4,570 48,500 24,250 0 21,800 10,900 2,180 23,900 11,950 0

D18 680,300円以上791,500円未満の世帯 47,600 23,800 4,760 50,600 25,300 0 22,400 11,200 2,240 24,600 12,300 0

D19 791,500円以上902,300円未満の世帯 49,600 24,800 4,960 52,800 26,400 0 22,900 11,450 2,290 25,200 12,600 0

D20 902,300円以上の世帯 55,100 27,550 0 25,900 12,950 0

健　
　

康

健　
　

康

↓
健
康
推
進
課（
い
ず
み
プ
ラ
ザ
１
階
）

☎
０
４
２
・
321
・
１
８
０
１

5
０
４
２
・
320
・
１
１
８
１

肝
臓
機
能
障
害
に
よ

肝
臓
機
能
障
害
に
よ

る
身
体
障
害
者
手
帳

る
身
体
障
害
者
手
帳

の
交
付

の
交
付

平
成
平
成
2222
年年
44
月
か
ら

月
か
ら

認
可
保
育
所
保
育
費
を

認
可
保
育
所
保
育
費
を

改
定
し
ま
す

改
定
し
ま
す

資源は有限です。ごみ減量・資源再利用にご協力を

　

市
内
に
あ
る
公
立
保
育
所
を
は
じ

め
と
す
る
認
可
保
育
所
の
保
育
費

を
、
４
月
１
日
か
ら
改
定
し
ま
す
。

厳
し
い
経
済
状
況
下
で
の
改
定
と
な

り
、
保
護
者
の
皆
さ
ん
に
と
っ
て
は

負
担
が
増
え
ま
す
が
、
こ
の
改
定
の

趣
旨
を
ご
理
解
い
た
だ
き
、
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

　

保
育
所
は
国
・
都
・
市
の
公
費
に

よ
る
負
担
金
等
と
扶
養
義
務
者
の
支

払
う
保
育
費
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て

お
り
、
保
育
費
は
各
家
庭
の
前
年
の

所
得
税
等
の
額
と
入
所
児
童
の
年
齢

に
よ
り
決
定
さ
れ
ま
す
。

　

市
の
保
育
費
は
平
成
８
年
度
に
改

定
し
て
以
来
、
見
直
し
を
し
て
い
ま

せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
平
成
８
年

度
以
降
の
保
育
状
況
の
変
化
や
、
保

育
費
を
算
定
す
る
上
で
一
定
の
指
標

と
な
っ
て
い
る
、
国
の
保
育
所
徴
収

基
準
額
の
改
定
な
ど
を
受
け
、
保
育

費
の
金
額
の
適
正
さ
を
検
討
す
る
こ

と
が
必
要
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
た

め
、
平
成
20
年
度
に
公
募
市
民
・
保

護
者
・
識
見
者
な
ど
で
組
織
さ
れ
る

国
分
寺
市
保
育
費
等
検
討
委
員
会

（
以
下
「
検
討
委
員
会
」）
を
立
ち
上

げ
、
平
成
20
年
10
月
に
答
申
が
さ
れ

ま
し
た
。
本
来
で
あ
れ
ば
平
成
21
年

度
に
、
こ
の
答
申
を
受
け
、
改
定
を

す
べ
き
で
し
た
が
、
同
時
期
に
市
民

生
活
へ
の
緊
急
支
援
事
業
へ
の
取
組

み
を
行
っ
た
こ
と
等
に
よ
り
、
改
定

を
見
送
っ
て
き
ま
し
た
。

　

平
成
21
年
度
に
、
答
申
の
内
容
を

検
討
し
た
結
果
、一
部
低
所
得
者
層
へ

の
配
慮
を
行
い
、４
月
か
ら
左
上
表
の

よ
う
に
保
育
費
を
改
定
し
ま
し
た
。今

後
は
答
申
で
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
、

さ
ま
ざ
ま
な
保
育
施
策
の
拡
充
に
つ

い
て
も
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

■
改
定
内
容

　

今
回
の
改
定
は
、
①
保
育
費
と
国

の
保
育
所
徴
収
金
基
準
額
と
が
大
き

く
乖か

い

離り

し
た
こ
と
に
よ
り
保
育
費
を

見
直
す
こ
と
②
算
定
に
あ
た
っ
て

は
、
平
成
８
年
度
か
ら
19
年
度
の
保

育
所
運
営
費
の
伸
び
を
勘
案
し
、
低

所
得
者
に
配
慮
し
累
進
的
に
負
担
を

求
め
、
新
た
に
Ｄ
20
階
層
を
設
け
た

こ
と
③
同
一
世
帯
か
ら
３
人
以
上
保

育
所
に
入
所
し
て
い
る
場
合
は
、
階

層
に
か
か
わ
り
な
く
第
３
子
以
降
の

保
育
費
を
無
料
化
す
る
こ
と
を
内
容

女
性
特
有
の
が
ん
検
診
推
進
事
業

「
子
宮
頸
が
ん
検
診
」
の
受
診
期
限

に
ご
注
意
を

　

す
で
に
対
象
の
方
に
郵
送
し
て
い

る
、国
の
女
性
特
有
の
が
ん
検
診「
子

宮
頸
が
ん
検
診
（
ク
ー
ポ
ン
券
）」

の
受
診
期
限
は
３
月
31
日
㈬
で
す
。

　

期
限
を
過
ぎ
た
場
合
は
、
来
年
度

以
降
市
報
で
募
集
し
た
時
に
、
申
込

み
を
し
て
受
診
と
な
り
ま
す
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

食
育
講
座

地
場
野
菜
を
使
っ
た
簡
単
な
お
惣
菜

新
鮮
さ
は
ど
ん
な
調
味
料
に
も
勝
る

　

地
元
で
採
れ
た
旬
の
野
菜
を
使

い
、
簡
単
な
料
理
を
紹
介
し
ま
す
。

　

援
農
活
動
を
し
て
い
る
方
を
講
師

に
迎
え
、
畑
で
野
菜
が
育
っ
て
い
く

様
子
を
聞
き
な
が
ら
、
調
理
実
習
と

試
食
を
行
い
ま
す
。

　

保
育
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
お
子
さ

ん
連
れ
で
も
参
加
で
き
ま
す
。

【
日
時
】３
月
１
日
㈪
午
後
２
時
〜
３

時
30
分
【
会
場
】
い
ず
み
プ
ラ
ザ
【
紹

介
メ
ニ
ュ
ー
】
う
ど
と
人
参
の
炒
め

煮
、の
ら
ぼ
う
菜
の
あ
え
物
【
講
師
】

飯
田
亜
夜
子
さ
ん
【
定
員
】
30
人
【
参

加
費
】
無
料
【
持
ち
物
】
エ
プ
ロ
ン
・

手
ふ
き
タ
オ
ル
・
筆
記
用
具
【
申
込

み
】
２
月
16
日
㈫
午
前
９
時
か
ら
電

話
で
健
康
推
進
課
へ
（
先
着
順
）

介
護
予
防
教
室
（
介
護
者

介
護
予
防
教
室
（
介
護
者

懇
談
会
）「
知
っ
て
得
す
る

懇
談
会
）「
知
っ
て
得
す
る

高
齢
者
の
食
事
あ
れ
こ
れ
」

高
齢
者
の
食
事
あ
れ
こ
れ
」

　

高
齢
者
に
必
要
な
栄
養
、
食
材
選

び
、効
率
の
よ
い
カ
ロ
リ
ー
摂
取
や
、

簡
単
な
食
事
の
支
度
な
ど
を
、
一
緒

に
学
び
ま
し
ょ
う
。
最
後
の
30
分
は

介
護
者
間
の
懇
談
会
も
予
定
し
て
い

ま
す
。

【
日
時
】
３
月
11
日
㈭
午
後
１
時
30

分
〜
３
時
30
分【
会
場
】地
域
包
括
支

援
セ
ン
タ
ー
ひ
か
り（
光
町
３-

13-

34
）【
対
象
】高
齢
者
な
ど
の
介
護
に

関
わ
っ
て
い
る
市
民
【
講
師
】
市
川

理
香
さ
ん（
栄
養
士
）【
定
員
】
20
人

【
費
用
】無
料
【
申
込
み
】
２
月
17
日

㈬
〜
３
月
５
日
㈮
に
電
話
（
☎
０
４

２
・
573
・
４
０
５
８
）
で
地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー
ひ
か
り
へ（
先
着
順
）

↓
高
齢
者
相
談
室
☎
０
４
２
・
321
・

１
３
０
１

介
護
予
防
教
室
「
補

介
護
予
防
教
室
「
補

聴
器
の
こ
と
を
学
び

聴
器
の
こ
と
を
学
び

ま
せ
ん
か
」

ま
せ
ん
か
」

　

高
齢
者
の
方
々
の
悩
み
の
一
つ

に
、「
耳
が
遠
く
な
る
こ
と
」
が
あ
り

ま
す
。
家
族
に
補
聴
器
を
勧
め
ら
れ

た
り
、
友
達
が
し
て
い
る
補
聴
器
に

興
味
が
あ
っ
た
り
し
ま
せ
ん
か
。
最

新
の
補
聴
器
事
情
を
学
び
ま
し
ょ
う
。

【
日
時
】
２
月
27
日
㈯
午
前
10
時
〜

正
午
【
会
場
】
さ
わ
や
か
プ
ラ
ザ
も

と
ま
ち
（
東
元
町
２-

５-

17
）【
対

象
】市
民（
年
齢
は
問
い
ま
せ
ん
）【
講

師
】
補
聴
器
メ
ー
カ
ー
社
員
【
定
員
】

30
人
【
持
ち
物
】
上
履
き
【
申
込
み
】

２
月
16
日
㈫
〜
19
日
㈮
に
電
話
（
☎

０
４
２
・
301
・
５
０
０
１
）
ま
た
は

フ
ァ
ク
ス
（
5
０
４
２
・
301
・
５
０

０
３
）
で
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

も
と
ま
ち
へ
（
先
着
順
）

↓
高
齢
者
相
談
室
☎
０
４
２
・
321
・

１
３
０
１

認
知
症
高
齢
者

認
知
症
高
齢
者

家
族
懇
談
会

家
族
懇
談
会

　

介
護
者
や
介
護
経
験
者
が
時
を
共

有
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
体
験
を
通
し
心

身
と
も
に
健
康
で
過
ご
せ
る
よ
う
一

緒
に
考
え
ま
せ
ん
か
。
今
回
は
専
門

医
師
に
よ
る
認
知
症
講
演
会
を
行
い

ま
す
。

【
日
時
】
３
月
１
日
㈪
午
後
１
時
30

分
〜
４
時
【
会
場
】
い
ず
み
プ
ラ
ザ

※
当
日
直
接
会
場
へ
【
対
象
】
認
知

症
高
齢
者
を
介
護
し
て
い
る
方
、
介

護
を
経
験
し
た
方
【
講
師
】
藤
田
英

親
さ
ん
（
医
師
）【
参
加
費
】
無
料

↓
高
齢
者
相
談
室
☎
０
４
２
・
321
・

１
３
０
１

と
す
る
も
の
で
す
。

■
今
後
の
保
育
サ
ー
ビ
ス
の
拡
充
に

つ
い
て

　

市
で
は
現
在
、
待
機
児
の
解
消
が

大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
現

在
こ
の
た
め
の
新
し
い
保
育
園
の
整

備
を
進
め
て
お
り
、
保
護
者
の
皆
さ

ん
が
、
安
心
し
て
就
労
等
い
た
だ
け

る
環
境
の
整
備
を
早
急
に
進
め
ま

す
。
ま
た
、
要
望
の
高
い
病
後
児
保

育
事
業
や
、
延
長
保
育
事
業
の
拡
充

を
進
め
る
と
と
も
に
、
病
児
保
育
の

早
期
の
実
現
も
目
指
し
ま
す
。ま
た
、

現
在
待
機
児
解
消
の
一
翼
を
担
っ
て

い
る
認
可
外
保
育
施
設
に
通
う
世
帯

に
も
新
た
な
支
援
の
実
現
を
目
指

し
、
今
後
も
児
童
の
保
育
環
境
の
向

上
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

↓
保
育
課
（
内
383
）

　

４
月
か
ら
肝
臓
機
能
障
害
に
よ
る

身
体
障
害
者
手
帳
が
交
付
さ
れ
ま

す
。
身
体
障
害
者
手
帳
を
交
付
さ
れ

た
方
は
、一
定
の
要
件
を
満
た
す
と
、

自
立
支
援
医
療
（
更
生
医
療
・
育
成

医
療
）や
心
身
障
害
者
医
療
費
助
成
、

心
身
障
害
者
福
祉
手
当
等
の
対
象
に

な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

【
手
帳
交
付
対
象
者
】認
定
基
準
に
該

当
す
る
肝
臓
機
能
に
障
害
の
あ
る

方
。
肝
臓
移
植
を
受
け
、
抗
免
疫
療

法
を
実
施
し
て
い
る
方
【
手
帳
申
請

手
続
】
①
手
帳
申
請
に
必
要
な
診
断

書
等
を
作
成
で
き
る
医
師
に
よ
る
診

断
書
（
90
日
以
上
の
間
隔
を
お
い
た

２
回
の
検
査
結
果
）
※
障
害
者
相
談

室
で
配
付
②
写
真
（
横
３
㎝
×
縦
４

㎝
、脱
帽
・
上
半
身
）
③
印
鑑
を
お

持
ち
の
う
え
、
障
害
者
相
談
室
（
市

役
所
第
２
庁
舎
１
階
）
へ

　

認
定
基
準
の
内
容
や
手
帳
申
請
に

必
要
な
診
断
書
を
作
成
で
き
る
医
師

に
つ
い
て
は
、
障
害
者
相
談
室
に
問

い
合
わ
せ
い
た
だ
く
か
、
東
京
都
福

祉
保
健
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://

www.fukushihoken.metro.tokyo.j
p

）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

↓
障
害
者
相
談
室
（
内
344
）


